
 

 

 

　

　

　

　 　

　

 

  

安居地区だより
安居地区の現状（令和４年７月末）

人 口：５４７人 －１５

男 ：２６１人 － ５

女 ：２８６人 －１０

世帯数：１８７世帯 － ３

（前年同月比）

第37号 令和4年8月25日発行

安居地区協議会

安居交流センター内

〒939-1554 南砺市安居199番地-2

TEL・FAX 0763-22-4420

Mail yasui.kmn@gmail.com

カローリング教室とプラネタリウム観察会

７月３１日（日）コミュニティ菅の山に

おいて、カローリング教室とプラネタリウ

ム観察会を行いました。

ジェットローラ（ストーンの代わり）は

とてもよく転がり、なかなかポイントゾー

ンの中心に止まってくれません。簡単そう

で奥が深いスポーツです。

プラネタリウムは６ｍドームで、コロナ

禍の中で定員を半分にして観察会を行いま

した。コミュニティ菅の山からの星空を見

せてもらいました。普段は生活の中での消

すことが出来ない灯りがありますが、そん

な灯りをすべて消した状態で星空を見るこ

とができとても感動しました。



 

 

 

 

 

 

 

　普段回覧板として使う結ネットは、もしもの災害時に「災害モード」に切り替え、

安否確認ツールとして活用できます。

被災状況をワンタッチ発信

”問題なし”　”連絡要”　”至急支援要”

　３つの中から自分の状況をワンタッチで発信

画像や音声で災害状況も発信

　撮影した画像や動画、録音した音声も添付

被災状況を一覧で確認

　行方不明者もＧＰＳの位置情報から捜索

　※１０月２日（日）に安居地区防災訓練を行う予定です。その際に「結ネット」を使った

安否確認を行います。

※詳細は今月配布のチラシをご覧ください。　

して発信できます。

サポートできます。

　　もしもの災害時は安否確認ツールとして活用

安居地区のみらいを

いっしょに考えよう！

地域の皆さんが主体となって地域づく

りに取り組むきっかけ作りを目的として、

地域の話し合い「安居地区みらい会議

（仮称）」を開催します。

県外からまちづくりの専門家を迎え、１

０月～１２月に計４回、ワークショップ

形式での話し合いと、まちあるきを実施

します。

老若男女を問わず、幅広い住民の皆様の

ご参加をお待ちしています。

詳細は今月配布のチラシをご覧ください。

結ネットの利用をお願いします。



秋の全国交通安全運動が行われます 特殊詐欺被害ゼロ地区運動実施中

〇地区敬老会 ９月１８日（日）

開催する際には招待状をお届けいたします。

〇防災訓練とスポーツ体験会 １０月 ２日（日）

３年ぶりの防災訓練では、避難訓練と安否確認などを行います。

今年も中止になった地区運動会に代えて、ニュースポーツの体験会を防災

訓練後に行います。

〇地区文化祭 １１月 ６日（日）

それぞれの行事の実施に向けて地区協議会では会議を重ねています。新型コロナ

ウイルス感染症の状況次第では、延期や中止となる場合がありますのでご了承くだ

さい。

今後の予定



　

　

　

　

　

安居地区協議会の

ホームページはこちら

地区協議会の予定や、交流センターの

予約状況などいつでも確認できます。

ホームページのカレンダーからどうぞ

安居交流センターの開館時間

午前８時３０分～午後５時３０分

職員が常駐しています。

（土・日・祝日は休みです。）

利用申し込みは電話でＯＫです。

ＴＥＬ０７６３－２２－４４２０

９月の資源回収を手伝っていただく方

を募集します。

条件 安居地区に住んでいる方で高校生以上

（事前申し込みが必要です。）

日時 ９月１６日（金）午前６時～７時

報酬 １，０００円

回収終了時に現金でお渡しします。

（遅刻・早退があると報酬はお支払いできま

せん）

内容 ペットボトル・アルミ缶・

ペットボトルキャップの受付

人数 安居集会所駐車場 ２名

上川崎公民館駐車場 １名 計 ３名

申し込み方法 地区協議会事務局

（安居交流センター内）へご連絡ください。

先着順に受付します。９月 ９日（金）まで

資源回収（新聞・雑誌・ダンボール）を

行います。

期日 ９月 ４日（日）午前８時～１０時

※時間を必ず守ってください。

場所 安 居：コミュニティ菅の山

北側テラス

上川崎： 前田徹様宅車庫

集積場所は借りている場所です。ルールを

守って資源回収にご協力をお願いします。

不審な電話に気を付けて

８月２２日午前中より南砺市内において、市役所員を語る還付金詐欺の予兆電話がかかっ

ています。

そのような還付金はありません。市役所から直接電話することもありません。

詐欺の予兆電話ですので、そのような電話の相手はしないで下さい。

万が一、お金を振り込んだり、お金を郵送してしまった場合は、すぐに警察へ相談してく

ださい。


